
●各室使用料（市民会館）　　　　　上段が平日、下段が土曜日・日曜日・祝日の値段です。　　　　　　　　　　　　　（単位：円） ●各室使用料（中央公民館） （単位：円）
延長 午前 延長 午後 延長 夜間 延長 午前・午後 午後・夜間 全日 延長 午前 延長 午後 延長 夜間 延長 午前・午後午後・夜間 全日

８：００～ 9:00～ ～12:45 13:00～ ～17:45 18:00～ 21：30～ 午前9時～ 午後1時～ 午前9時～ ～8：00 9:00～ ～12：45 13:00～ ～17：45 18:00～ 21：30～ 午前9時～ 午後1時～ 午前9時～
（１H毎） 12:00 12:15～ 17:00 17:15～ 21:30 （１H毎） 午後5時 午後9時30分 午後9時30分 （１H毎） 12:00 12：15～ 17:00 17：15～ 21:30 （１H毎） 午後5時 午後9時30分午後9時30分

600 1,800 600 2,600 650 4,050 1,160 4,400 6,650 8,450
150 450 150 800 200 1,100 320 1,250 1,900 2,350
270 800 270 1,300 330 1,650 480 2,100 2,950 3,750
440 1,300 440 1,800 450 2,500 720 3,100 4,300 5,600 ・冷房または暖房する時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げます。

440 1,300 440 1,900 480 2,600 750 3,200 4,500 5,800
200 600 200 950 240 1,400 400 1,550 2,350 2,950
200 600 200 800 200 1,300 380 1,400 2,100 2,700
200 600 200 950 240 1,300 380 1,550 2,250 2,850

●館内貸出用 （単位:円） ●館外貸出用 （単位:円）

単位 金額
1式 2,500

16mm映写機（スクリーン付き） 1式 3,600
1枚 0

拡声装置（マイク・スタンド付き）

茶道具（和室）

陶芸窯

OHP映写機（スクリーン付き） パネル

ビデオテレビ

プロジェクター（スクリーン付） ・午前・午後・夜間の区分ごとの利用料です。

CDプレーヤー

1台
1台
1台
1台
1式
1式
1式
1回

800
9,000

茶道具（茶室）

400
400

1,100
300

2,500

第3練習室

設備名 設備名
七宝電気炉 移動式拡声装置(館外貸し出し用）

16mm映写機（スクリーン付）

第1楽屋
第2楽屋
第3楽屋
第4楽屋

第1練習室
中央公民館　設備器具利用料　　(消費税含む）※一区分の料金　２０２６年４月1日から適用

第2練習室

単位
1台
1台

金額
400

1,300

リハーサル室
会議室 400 400

土日祝 12,700 20,250 27,700 32,950 47,950
3000円を超える入場料
等を徴する場合

平   日 11,000 14,750 20,250 25,750 35,000 46,000

展
示
室

3,670

4,240 60,650

300

950

400 400第2練習室 料理実習室

400

児童創作室 300 350

400

第3練習室 創作室 450

300土日祝 8,150 12,000 15,450 20,150 27,450

2,670

3,670

茶室 300

36,700 47,700土日祝 11,000 16,200 20,500 27,200

1000円を超え3000円以
下の入場料等を徴する
場合

平   日 8,000 12,000 16,550 20,000 28,550 36,550 第1練習室

第3楽屋 第2和室 300 300

300 300

500円を超え1000円以
下の入場料等を徴する
場合

平   日 5,850 8,850 12,350 14,700 21,200 27,050

23,500 30,450 第2楽屋 第1和室

1,950

2,720 30035,600 第4楽屋 第3和室

10,550 12,650 18,200 23,200 第1楽屋

2,320

3,020

3,780土日祝 6,950 10,300 13,200 17,250

1,670

8,950 12,800 16,400 展示室

40023,600 リハーサル室 第4会議室 400

第5会議室 300 300

8,000

9,920

8,820

第2会議室 300 300

2,130

2,920

6,450

2,150

450

400

200

第3会議室 300 300

8,000 10,200 13,400 18,200

7,450入場料等を徴しない場
合

平   日 3,600 5,350

3000円を超える入場料
等を徴する場合

1,200

1,800

1,670

2,320

土日祝 5,400

500円以下の入場料等
を徴する場合

平   日 5,000 7,650

1,950

2,720

2,670

3,670

3,670

4,240

1,200

1,800

冷房
（１時間あたり）

11,580

1,340

2,000

1,920

2,580

2,220

3,000

3,000

4,050

3,690

5,070

11,150

14,330

13,820

18,100

●冷房代（市民会館）　　　　　　　　（単位：円 ●冷房代（中央公民館） （単位：円）

暖房
（１時間あたり）

300 300

土日祝 29,750 46,300 63,350 76,050 109,650 139,400 小ホール

83,600 107,600 大ホール 第1会議室平   日 24,000 35,250 48,350 59,250

46,150

1000円を超え3000円以
下の入場料等を徴する
場合

平   日 18,450 27,700 39,000 46,150 66,700

50,000 64,750

6,150

8,000

6,930

9,300土日祝 24,000 37,200 50,150 61,200 87,350 111,350

85,150

18,450 27,700 37,200 64,900 83,350

500円を超え1000円以
下の入場料等を徴する
場合

平   日 14,750 20,250 29,750 35,0004,920

6,150

5,070

6,930

8,500

10,630

3,200 4,150

土日祝 16,550 24,000 31,400 40,550 55,400 71,950

42,450 55,150 会議室 950 1,300 1,900

400 450 600

4,240

5,520

4,620

6,000

320 2,250

8506,860

6,860

8,980

1,050 1,450

7,600 9,500

土日祝 12,700 18,450 24,000 31,150 42,450 55,150 児童創作室

38,650 創作室 1,900 3,200 4,400 5,100

4,240

3,380

4,620

640

140

4,830

小
ホ
ー

ル

入場料等を徴しない場
合

平   日 8,250 13,500 16,900 21,750 30,400

583,200

5,520

4,920

6,150

6,150

8,000

8,000

9,920

2,750

500円以下の入場料等
を徴する場合

平   日 12,700 18,450 24,000 31,150

土日祝

930

800 1,050 1,400 1,850

土日祝 128,400 192,000 262,800 320,400 454,800

248,150 349,200 449,750 茶室 450 600

8,700 10,950料理実習室 2,250 3,700 5,000 5,950
3000円を超える入場料
等を徴する場合

平   日 100,550 147,600 201,60033,520

42,800 48,000 75075,090

36,040

3,300

土日祝 108,100 159,600 199,200 267,700 358,800 466,900 第3和室 800

第2和室 800 1,100 1,400 1,900 2,500

950 1,300 1,750 2,250 3,050

27,270 3,100 4,200

1000円を超え3000円以
下の入場料等を徴する
場合

平   日 80,000 119,250 162,000 199,250 281,250 361,250

349,850 第1和室 1,100 1,300 1,800 2,400土日祝 81,800 119,250 148,800 201,050 268,050

26,670

1,650

800 950 1,300 1,750 2,250 3,050

8,450

500円を超え1000円以
下の入場料等を徴する
場合

平   日 59,500 89,400 122,400 148,900 211,800 271,300 第5会議室

第4会議室 1,800 2,600 4,050 4,400 6,650

19,840

2,250 2,950 3,900

500円以下の入場料等
を徴する場合

平   日 50,150 78,200 106,050 128,350 2,250 2,950 3,900

土日祝 70,800 104,400 129,600 175,200 234,000 304,800

184,250 234,400 第3会議室 950 1,300

2,250 2,950 3,900

土日祝 53,750 80,000 100,550 133,750 180,550

129,550 165,300

中
央
公
民
館

第1会議室 950 1,300

234,300 第2会議室 950 1,300

2,750

4,240

4,240

23,600

1,650

市民会館・中央公民館　施設利用料　　　(消費税含む）　　　　　　２０２６年４月1日から適用

大
ホ
ー

ル

入場料等を徴しない場
合

平   日 35,750 54,550 75,000 90,30011,920

17,920

16,720

23,600

19,840

27,270

26,670

36,040

33,520

42,800

11,920

17,920

16,720

1,65013,640

20,000

19,550

26,100

22,350

29,820

29,820

39,900

36,900

21,430

28,730

30,300

37,030

34,980

42,520

46,290

56,920

57,600

3,530

4,420

4,730

5,860

5,790

7,920

320

320

320

600

270

370

270

270

150

750

640

140

320

冷房
（１時間あたり）

市民会館施設・中央公民館　冷暖房利用料　※１時間あたりの料金　　(消費税含む）　２０２６年４月1日から適用

暖房
（１時間あたり）

区分 区分

150

320

320

320

600

270

370

270

270

150

800

120

330

480

480

480

1,160

380

520

400

380

230

1,430

1,260

180

550

330

330

330

650

240

330

280

240

3,600

200

200

200

300

300

300

4,300

1,100

400

300

200

200

200

200

400

・使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行いません。

・この表に定める使用時間以外に使用する場合の1時間当たりの利用料は、使用時間が9時以前及び正午から13時までの場合は午前の利用料、17時から18時までの場合は午後

の利用料、21時30分以後の場合は夜間の利用料に従い、それぞれの利用料の額を時間割計算によって算出した額とします。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が

ある場合は、1時間に切り上げます。

・大ホール又は小ホールを準備又は練習のために使用する場合は利用料は、この表に定める利用料の0.5倍に相当する額とします。

・入場料を徴しないで商品の宣伝、物品の展示販売、その他営業行為とみなされる目的で使用する場合の各室の利用料は、この表に定める利用料の2.0倍に相当する額とします。

・大ホール又は小ホールのホワイエだけを使用する場合の利用料は、この表に定める利用料（入場料等を徴しないで商品の宣伝、物品の展示販売、その他営業行為とみなされる

目的で使用する場合は、この表に定める利用料の2.0倍に相当する額）の0.3倍に相当する額とします。

・この表において「入場料等」とは、入場料や会費又はこれらに類するものです。

・大ホールや小ホール又は展示室を使用する場合において入場料等の額に段階があるときは、最高の入場料等をもってこの表の入場料等の額とします。

・大ホールや小ホール又は展示室を使用する場合（国又は地方公共団体が使用する場合を除きます。）において、通常入場料等を徴収する催物等を開催する場合で、入場料等を

定めていないとき、又は当該催物等の開催その他入場させるために要する経費から勘案して低額の入場料等を定めているときは、当該催物等の開催その他入場させるために要

する経費をそれぞれ各室の通常入場させることができる人員の数で除して得た額をもってこの表の入場等の額とします。

・この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日です。

・利用料をそれぞれ計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げます。

・他市町村の方が使用する場合の各室利用料は、

表に定める利用料の100分の150（1.5倍）に相当する額です。

・入場料またはこれらに類するものを徴収する場合の

各室利用料は、上の表に定める利用料の100分の200（2
倍）に相当する額です。

・使用時間が上の表に定める使用時間に満たない場合に

おいても、利用料は変わりません。

・表に定める使用時間外に使用する場合は、1時間あたりの

利用料は、使用時間が9時以前及び正午から13時までの

場合は午前の、17時から18時までの場合は午後の、

21時30分以後の場合は、夜間のそれぞれの区分に従い、

利用料の額を時間割計算によって算出した額とします。

このとき、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、

1時間に切り上げます。

・利用料をそれぞれ計算する場合において、

10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げます。


	施設使用料・冷房　備考入り （20260401料金改定 (完成

